
日
整
は
令
和
３
年
度
第
７

回
理
事
会
を
コ
ロ
ナ
の
感
染

者
数
が
減
少
に
落
ち
着
い
た

11
月
26
日
（
金
）
、
日
整
会

館
で
対
面
に
よ
り
開
催
し
、

令
和
４
年
度
の
日
整
学
術
大

会
と
「
匠
の
技

伝
承
」
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
講
習
会
日
程

等
を
決
議
し
た
。

報
告
事
項
で
は
、
11
月
22

日
（
月
）
に
開
か
れ
た
「
自

民
党
組
織
運
動
本
部
厚
生
関

係
団
体
へ
の
要
望
」
の
場
で
、

柔
整
療
養
費
の
料
金
改
定
を

は
じ
め
、
一
般
政
策
と
し
て

下
記
に
別
掲
の
と
お
り
９
項

目
を
要
望
し
、
そ
の
席
上
、

「
毎
年
の
同
じ
要
望
が
実
現

に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
憤

り
を
禁
じ
得
な
い
」
と
工
藤

鉄
男
会
長
が
強
硬
に
要
請
し

た
こ
と
が
功
を
奏
し
て
、
即

座
に
自
民
党
が
動
き
出
し
た

旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

近
年
、
自
然
災
害
が
年
々

厳
し
さ
を
増
し
、
台
風
や
大

雨
、
洪
水
な
ど
の
災
害
が
相

次
ぎ
、
被
害
に
遭
う
会
員
が

後
を
絶
た
な
い
。
日
整
は
こ

う
し
た
事
態
を
憂
慮
し
、
総

務
部
と
オ
ン
ラ
イ
ン
・
デ
ジ

タ
ル
推
進
室
が
新
た
な
災
害

対
策
と
し
て
「
災
害
時
安
否

確
認
シ
ス
テ
ム
」
の
導
入
案

を
示
し
た
。

説
明
に
よ
る
と
、
安
否
確

認
の
自
動
化
の
ア
プ
リ
に
日

整
事
務
局
や
役
員
、
全
都
道

府
県
社
団
柔
道
整
復
師
会
の

支
部
長
ま
で
参
加
し
て
も
ら

い
、
各
地
の
災
害
の
状
況
を

確
認
で
き
る
体
制
に
な
る
。

災
害
で
あ
れ
ば
特
別
警
報

が
出
た
と
き
に
、
参
加
し
て

い
る
全
部
の
携
帯
電
話
に
メ
ー

ル
が
自
動
的
に
届
く
仕
組
み
。

将
来
、
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害

派
遣
医
療
チ
ー
ム
）
と
一
緒

に
救
護
活
動
が
で
き
れ
ば
、

公
益
の
機
能
強
化
に
も
繫
が

る
と
い
う
。

超
音
波
観
察
装
置
の
導
入

状
況
の
報
告
が
あ
っ
た
。
10

月
31
日
現
在
、
同
装
置
を
導

入
し
て
い
る
日
整
会
員
の
施

術
所
数
は
２
，
２
２
９
か
所
、

日
整
以
外
の
施
術
所
数
が
１
，

８
１
６
か
所
で
合
計
４
，
０

４
５
か
所
。
「
専
門
超
音
波

観
察
装
置
取
扱
柔
道
整
復
師
」

（
仮
称
）
と
し
て
柔
整
療
養

費
の
中
に
特
別
算
定
を
目
指

す
に
は
２
万
人
の
使
用
者
が

必
要
で
あ
り
、
ほ
ど
遠
い
数

字
が
示
さ
れ
た
。

長
尾
淳
彦
学
術
教
育
部
長

は
、
超
音
波
観
察
装
置
の
普

及
啓
発
に
つ
い
て
「
柔
道
整

復
師
の
生
き
残
り
を
か
け
た

事
業
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、

日
整
理
事
や
全
国
の
会
長
の

先
生
方
は
認
識
し
て
取
り
組

ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
真

剣
に
語
っ
た
。

次
年
度
の
日
整
学
術
大
会
の

日
程
を
２
面
に
掲
載
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日
整
学
術
大
会
日
程
等
を
決
議

次
年
度

工藤会長が自民党へ強硬に要請

料金改定など一般政策に関する要望

理

事

会

１.柔整療養費の料金改定に向けてご支援をいただきたい

２.新型コロナウイルス感染症対策のため柔道整復施術所

に対して財政的支援をいただきたい

３.柔道整復の施術所において、今後、実施が予定される

マイナンバーカードでの資格確認を円滑に進めるため、

システムの構築、カードリーダーの設置等について財

政的支援をいただきたい

４.柔道整復療養費の取扱いについて、国民のために創設

された制度である「受領委任払い」制度の維持と柔道

整復業界が健全な業界となるよう柔道整復療養費を施

術管理者に確実に支払うための仕組みの検討が推進さ

れるようご支援をお願いしたい

５.柔道整復療養費オンライン請求のモデル事業が早期に

実施できるようご支援をいただきたい

６.柔道整復施術所の開設者を柔道整復師に限定されたい

７.国民が安心で安全な施術を受けられるよう、無資格者

が開設するいわゆるマッサージ店等の広告等の規制を

お願いしたい

８.施術所の広告について保健所等が適切に指導できるよ

う、柔道整復師法の改正に向けてお力添えをお願いし

たい

９.地域包括ケア等において地域住民にわかりやすい柔道

整復師の位置付けを図っていただきたい

一般政策に関する要望９項目

災
害
時
安
否
確
認

シ
ス
テ
ム
導
入
案

超
音
波
観
察
装
置
の

導
入
目
標
数
遠
く

令和４年度
「匠の技 伝承」指導者候補

養成講習会の開催方法等

５月１５日 ハイブリッド 対面講習

９月 ４日 ハイブリッド 対面講習

１２月４日 オンライン 新規重点部位講習

２月 １９日 オンライン 新規重点部位講習

※詳細は後日、各都道府県に連絡します。
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